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令和７年 第３回 置戸町農業委員会議事録

１．開催日時 令和７年３月２６日 午後１時３０分

２．開催場所 役場第一会議室

３．出席委員（１２名）

１番 小建 一彦 ２番 井上 一味 ３番 松﨑 久美

４番 安達 伴子 ５番 齊藤 貴浩 ６番 樋渡 秀晃

７番 松本 和彦 ８番 篠原 正博 １０番 大槻 尚浩

１１番 野里 光幸 １２番 佐藤 秀昭 １３番 廣中 和幸

４．欠席委員 ９番 溝井 雅幸（１名）

５．議に付した事件

議案第６号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

議案第７号 農地法第１８条第６項の規定による通知について

議案第８号 「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利

用集積計画の決定について」

議案第９号 令和７年度農業委員会の最適化目標について

報告第１号 令和７年度置戸町農業関係予算について

６．職務のため出席した事務局職員の職氏名

事務局長 田中 耕太 事務局職員 早川 拓馬

産業振興課長 鈴木 伸哉
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事務局長 定刻となりましたので、会長にごあいさつをいただいてから、

開会いたします。会長、よろしくお願いいたします。

会 長 皆さん大変ご苦労様です。この時期は何かとご多忙のところご参

集いただきありがとうございます。

さて、今月で令和６年度の最後の委員会となりました。

今回は、鈴木産業振興課長に来ていただき、報告の中で令和７年

度の置戸町の農業関係予算について説明をお願いしております。

本日も、熱心な議案審議をお願いし、挨拶に替えたいと思います。

会 長 それでは只今より、令和７年第３回置戸町農業委員会議を開会い

たします。

本日の議事録署名委員は、１番 小建 一彦 ３番 松﨑 久美

委員を指名します。

事務局長より、諸般の報告をさせます。

事務局長 本日届け出のありました欠席委員は、９番 溝井雅幸委員の１名

でございます。

本日の提案議案は、議案第６号「農地法第３条第１項の規定によ

る許可申請について」から、議案第９号「令和７年度農業委員会の

最適化目標について」までの４件と、報告第１号「令和７年度置戸

町農業関係予算について」 の１件です。以上で諸般の報告を終わり

ます。

会 長 では、産業振興課長が出席していますので、議案の審議の順序がか

わりますが、先に報告第１号「令和７年度置戸町農業関係予算につい

て」を議題とします。

議案の６ページをお開きください。事務局より説明させます。

事務局長・産業振興課長

報告第１号「令和７年度置戸町農業関係予算について」をご説明い

たします。
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（７ページから１４ページまで 資料により説明）

以上で、報告第１号の説明を終わります

会 長 ただいま、報告第１号について説明がありました。

質疑はありませんか。

（なしの声）

会 長 質疑なしと認めます。

会 長 それでは、報告第１号につきましては、これで報告済みといたし

ます。

産業振興課長ありがとうございました。（産業振興課長退席）

会 長 続いて、議案第６号「農地法第３条第１項の規定による許可申請

について」を議題とします。

議案の１ページをお開きください。 事務局より説明させます。

事務局長 議案第６号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」

をご説明いたします。

農地法第３条第１項の規定による許可申請が下記のとおり提出

がありましたので審議を求める。

提出年月日は本日付です。案件は２件です。

１番 譲渡人は置戸町字○○○○○番地の○ ○○○○○、譲受人は北

見市○○○○○○○○○番地○ ○○○○○○○○○○○○○、土地

の所在は字○○○○○番○他７筆で合計面積は 205,595㎡です。場

所につきましては、１５ページの第１図をお開きください。

（第１図にて概要説明）

１ページにお戻りください。

２番 貸付人は 置戸町字○○○○○番地 ○○○○ で、借受人は、

置戸町字○○○○○番地の○ ○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○です。土地の所在は字○○○○○番○ 面積は7,086

㎡です。場所につきましては16ページ第２図をお開き下さい。

（第２図にて概要説明）１ページにお戻りください。
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以上で、議案第６号の説明を終わります。

会 長 事務局より、議案第６号について説明がありました。

これから質疑を行います。

会 長 最初に議案第６号１番について質疑を行います。

何か質疑はありませんか。

（なしの声あり）

会 長 質疑なしと認めます。それでは、議案第６号１番について、原案

のとおり可決することに賛成の委員は、挙手をお願いします。

（挙手多数）

会 長 賛成多数と認め、議案第６号１番は、原案のとおり可決いたしま

した。

会 長 次に議案第６号２番について質疑を行いますが、農業委員会等に

関する法律第３１条による議事参与の制限につき、○○番 ○○○

○委員の退出を命じます。 （○○委員退席）

何か質疑はありませんか。

（なしの声あり）

会 長 質疑なしと認めます。それでは、議案第６号２番について、原案

のとおり可決することに賛成の委員は、挙手をお願いします。

（挙手多数）

会 長 賛成多数と認め、議案第６号２番は、原案のとおり可決いたしま

した。

○○番 大槻尚浩委員の復席を許可します。（○○委員復席）

会 長 次に、議案第７号「農地法第１８条第６項の規定による通知につ

いて」を議題としますので、議案の２ページをお開きください。

事務局より説明させます。
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事務局長 議案第７号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」

をご説明いたします。

農地法第１８条第６項の規定による通知について、下記のとおり

提出があったので審議を求める。

提出年月日は本日付です。案件は２件です。

理由は賃貸借契約の合意解約です。

１番 貸付人は、置戸町字○○○○○番地の○ ○○○○さん、借受人

は、札幌市○○○○○○○条西○丁目 ○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○です。

申請地は字○○○○○番他２筆で面積合計は49,542㎡です。

２番 貸付人は、札幌市○○○○○○○条西○丁目 ○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○、借受人は、置戸町字○○○○番地の○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○です。

申請地は同じく字○○○○○番他２筆で面積合計は49,542㎡です

場所につきましては17ページ第３図をご覧ください。

（第３図にて概要説明）

２ページにお戻りください。

以上で、議案第７号の説明を終わります。

会 長 事務局より、議案第７号について説明がありました。

これから質疑を行います。

会 長 何か質疑はありませんか。

（なしの声あり）

会 長 質疑なしと認めます。それでは、議案第７号について、原案のと

おり可決することに賛成の委員は、挙手をお願いします。

（挙手多数）

会 長 賛成多数と認め、議案第７号は、原案のとおり可決いたしました。
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会 長 次に、議案第８号「農業経営基盤強化促進法第18条の規定による

農用地利用集積計画の決定について」を議題としますので、議案の

３ページをお開きください、事務局より説明させます。

事務局長 議案第８号「農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地

利用集積計画の決定について」をご説明いたします。

農業経営基盤強化促進法第18条の規定により決定を求められた

下記の農用地利用集積計画について審議を求める。

提出年月日は本日付です。案件は９件です。

１番 利用権の設定を受けるもの、買い手は字○○○○○番地の○ ○○

○○さん、売り手は字○○○○○番地の○ ○○○○さん。

土地の所在は字置戸町字○○○○○番地○○外１筆で、面積合計は

27,585㎡、利用権設定等の種類は所有権で売買金額は1,300,000円で

す。

議案第８号１番から３番までは同一の所有者の農地の権利移動です

ので３番説明後に場所等説明いたします。

２番 買い手は北見市○○○○丁目 ○○○○○○○○○○○○○○、売

り手は１番と同じく○○○○さん。

土地の所在は字○○○○○番○他15筆で面積合計は133,349㎡で利用

権設定等の種類は所有権、売買金額は2,490,000円です。

３番 借り手は、字○○○○○番地の○ ○○○○○○○、貸し手は、同

じく○○○○さん。土地の所在は字○○○○○番地○他6筆で面積合

計は75,241㎡で、賃貸借期間が６年で年額320,000円です。

１番から３番までの場所につきましては、18ページ第４図をご覧く

ださい。（第４図にて概要説明）４ページをお開きください。

４番 利用権の設定を受けるもの、買い手は、字○○○○○番地の○ ○

○○○さんで、売り手は字拓殖352番地の4 蝦名賢信さん。土地の所

在は字○○○○○番地外２筆で面積合計は49,542㎡、売買金額は
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2,230,000円です。

議案第８号４番から５番までは同一の所有者の農地の権利移動ですの

で５番説明後に場所等説明いたします。

５番 利用権の設定を受けるもの、買い手は、字○○○○○番地の○ ○

○○さんで、売り手は同じく ○○○○さん。土地の所在は字○○○

○○番○外５筆で面積合計は192,226㎡、売買金額は8,145,000円です

４番から５番までの場所につきましては、19ページ第５図をご覧く

ださい。（第５図で概要説明）４ページにお戻りください。

６番 利用権の設定を受けるもの、買い手は、字○○○○○番地の○ ○

○○○さんで、売り手は字○○○○○番の○ ○○○○さん。土地の

所在は字○○○○○番地○他２筆で面積合計は16,096㎡、売買金額は

1,600,000円

です。

場所等につきましては、２０ページ第６図をご覧ください。

（第６図で概要説明）４ページにお戻りください。

７番 利用権の設定を受けるもの、買い手は、字○○○○○番地○ ○○○

○○○○○○○○○○○○、売り手は字○○○○○番地の○ ○○○

さん。

土地の所在は字○○○○○○番地外12筆で面積合計は121,570㎡、売買

金額 は6,834,000円です。

場所等につきましては、２１ページ第７図をご覧ください。

（第７図にて概要説明）４ページにお戻りください。

８番 利用権の設定を受けるもの、買い手は字○○○○○○番地の○ ○○

○○さん、売り手は字○○○○○番地の○ ○○○○○さん。土地の所

は字○○○○○番地○外2筆で、面積合計は27,363㎡、利用権設定

等の種類は所有権で売買金額は1,200,000円。場所等につきましては、

２２ページの第８図をお開きください。

（第８図にて概要説明）４ページにお戻りください。

９番 利用権の設定を受けるもの、受け手は字○○○○○番地の○ ○○○
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○○○○○○○○○○○で出し手は字○○○○番地の○ ○○○さん。

土地の所在は字○○○○○番地○外７筆で、面積合計は3,059.96㎡、利用

権設定等の種類は１０年間の賃貸借で金額は年9,000円。場所等につきま

しては、２３ページの第９図をお開きください。

（第９図にて概要説明）４ページにお戻りください。

以上で、議案第８号の説明を終わります。

会 長 事務局より、議案第８号について説明がありました。

まず、議案第８号1番から６番及び８番について審議を行います。 何

か質疑はありませんか。

（なしの声あり）

会 長 質疑なしと認めます

それでは、議案第８号１番から６番及び８番までについて原案のと

おり可決することに賛成の委員は、挙手をお願いします。

（挙手多数）

会 長 賛成多数と認め、議案第８号１番から６番及び８番については原

案のとおり可決されました。

会 長 続いて、議案第８号７番について審議を行いますが、農業員会に

関する法律第３１条による議事参与の制限につき○番 ○○○

○委員に退席を命じます

（○○委員退席）

何か質疑はありませんか。（なしの声あり）

会 長 質疑なしと認めます。

それでは、議案第８号７番について原案のとおり可決することに

賛成の委員は、挙手をお願いします。（挙手多数）

会 長 賛成多数と認め、議案第８号７番については、原案のとおり

可決いたしました。

○番 ○○○○委員の復席を認めます （○○委員復席）
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会 長 続いて、議案第８号９番について審議を行いますが、農業委員会

に等に関する法律第３１条による議事参与の制限につき、○○番

○○○○委員に退席を命じます

（○○委員退席）

何か質疑はありませんか。（なしの声あり）

会 長 質疑なしと認めます。

それでは、議案第８号９番について原案のとおり可決することに

賛成の委員は、挙手をお願いします。（挙手多数）

会 長 賛成多数と認め、議案第８号９番については、原案のとおり

可決いたしました。

○○番 ○○○○委員の復席を認めます （○○委員復席）

会 長 次に、議案第９号「令和７年度最適化活動の目標設定等」を議題

とします。

議案の５ページをお開きください。事務局より説明させます。

事務局長 議案第９号「令和７年度最適化活動の目標設定等」をご説明いた

します。

農業委員会による最適化の推進等について、毎年度活動目標を定

めてホームページ等で公開する事になっています。

お手元に配布しております、別紙「令和７年度最適化活動の目標

設定等」により説明いたします

１ページは「農業員会の状況」について、令和７年４月１日の農

業委員会の体制、農地・農家等の概要を記載しております。

2ページ以降は、「最適化活動の目標」として２点ございます。

まず、１点目として「最適化活動の成果目標」ですが、これは農地

の集積、遊休農地の解消、新規参入の促進の単年度の目標を記載し

ております、

次に２点目として、３ページ目にございます「最適化活動の活動

目標」ですが、推進委員等が最適化活動を行う日数目標、活動強化

月間の設定目標等を記載しています。

農業委員一人当たりの活動日数は月７日、活動強化月間は農地パ
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トロール実施時期・農地あっせんは集中する秋以降を設定していま

す。本目標は、可決決定した場合は町ホームページにて公表するこ

ととなっています。 以上で、議案第９号の説明を終わります。

会 長 ただいま、事務局より議案第９号について説明がありました。

これから質疑を行います。

何か質疑はありませんか。

（なしの声あり）

会 長 質疑なしと認めます。

それでは、議案第９号について、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手をお願いします。

（挙手多数）

会 長 賛成多数と認めます。

したがって、議案第９号については、原案のとおり可決いたしま

した。

会 長 以上で、本日の議案の審議は全て終了しました。

これで、令和７年第３回農業委員会議を閉会いたします。


